
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
進
学

に
よ
り
転
出
さ
れ
る
場
合
は
手
続

き
が
必
要
で
す

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
は
住
所
が
あ

る
市
町
村
で
発
行
す
る
た
め
、
市
役
所
で
転

出
の
手
続
き
を
す
る
と
仙
北
市
の
国
民
健
康

保
険
を
脱
退
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
が

進
学
の
た
め
転
出
さ
れ
る
場
合
は
、
世
帯
主

（
保
護
者
）
の
申
請
に
よ
り
仙
北
市
か
ら
保
険

証
を
発
行
で
き
ま
す
。
お
近
く
の
市
役
所
各

庁
舎
・
出
張
所
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
前
年
も
同
様
の
手
続
き
を
し
て
い

た
方
に
は
、
関
係
書
類
を
世
帯
主
あ
て
に
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、
更
新
ま
た
は
非
該
当

の
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

●
学
生
本
人
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、

　

印
鑑
、
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書
を
持

　

参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
今
年
４
月
か
ら
入
学
さ
れ
る
方
も
転
出
の

　

手
続
き
時
に
申
請
で
き
ま
す
が
、
４
月
以

　

降
に
在
学
証
明
書
を
必
ず
お
近
く
の
市
役

　

所
各
庁
舎
・
出
張
所
に
お
届
け
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
、
70
歳
以
上
75

歳
未
満
の
方
の
医
療
機
関
等
で
支
払
う
自
己

負
担
割
合
が
、
次
の
と
お
り
変
更
に
な
り
ま

す
。

※
現
役
並
み
所
得
者
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

　

度
の
対
象
と
な
る
一
定
の
障
害
認
定
を
受

　

け
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

①
昭
和
19
年
４
月
１
日
ま
で
生
ま
れ
の
方
は
、

　
平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
も
、
特
例
措
置

　
に
よ
り
１
割
負
担
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

②
昭
和
19
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方
は
、

　
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
翌
月
（
１
日
生

　
ま
れ
の
方
は
そ
の
月
）
か
ら
２
割
負
担
と

　
な
り
ま
す
。

③
現
役
並
み
所
得
者
の
自
己
負
担
割
合
は
３

　
割
負
担
の
ま
ま
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、

１
割
負
担
を
据
え
置
く
旨
の
記
載
が
あ
る
新

し
い
高
齢
受
給
者
証
を
、
３
月
下
旬
に
郵
送

で
交
付
し
ま
す
。

※
既
に
３
割
負
担
を
頂
い
て
い
る
方
、
後
期

　

高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
一
定
の

　

障
害
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
除
き
ま
す
。

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
の
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
の

医
療
機
関
等
で
支
払
う
自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て

平成19年4月2日
以降生まれの方

平成19年4月1日
まで生まれの方

一般
非課税

現役並み
所得者

１割

※ 70歳の誕生日の翌月

　（1日生まれの方はその月）から

平成 25 年度まで 平成 26 年度から

１割

２割

３割

市民課国保年金係
からお知らせ ☎ 43-3307

４
月
に
中
学
校
へ
入
学
ま
た
は
ひ

と
り
親
家
庭
で
３
月
に
高
校
等
を

卒
業
す
る
方
へ

　

現
在
、
有
効
期
限
が
３
月
31
日
ま
で
の
福

祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
も
、

新
た
に
別
の
区
分
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
ま
た
は
療
育

手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
方
は
障
害
者
の
区
分
で
、

ひ
と
り
親
家
庭
の
12
歳
以
上
（
中
学
生
以
上
）

18
歳
ま
で
（
高
校
等
卒
業
ま
で
）
の
方
に
つ

い
て
は
ひ
と
り
親
家
庭
の
区
分
で
、
引
き
続

き
福
祉
医
療
に
該
当
す
る
旨
の
通
知
を
対
象

者
に
郵
送
し
ま
す
。

　

通
知
が
届
い
た
方
は
、
お
近
く
の
市
役
所

各
庁
舎
・
出
張
所
で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
い
た
だ
い
た
月
の
月
初
め
か
ら
新
た
な

区
分
で
福
祉
医
療
に
該
当
し
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お

持
ち
で
な
い
方
で
、
前
記
障
害
者
の
区
分
お

よ
び
ひ
と
り
親
家
庭
の
区
分
に
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
方
（
ひ
と
り
親
家
庭
の
区
分
は
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
）
や
、
そ
の
他
不
明
な

点
が
あ
る
方
は
、
市
民
課
国
保
年
金
係
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

福
祉
医
療
か
ら
お
知
ら
せ

見
本

職
場
等
の
健
康
保
険
に
加
入
後
は
、

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
使
用

で
き
ま
せ
ん

　

就
職
や
扶
養
認

定
な
ど
で
職
場
の

健
康
保
険
に
加
入

し
た
場
合
、
国
民

健
康
保
険
証
を
使

用
し
て
医
療
機
関

を
受
診
で
き
ま
せ

ん
。（
職
場
等
の

健
康
保
険
証
が
ま

だ
手
元
に
届
い
て
い
な
い
場
合
で
も
使
用
で

き
ま
せ
ん
）
速
や
か
に
市
役
所
国
保
窓
口
で
、

国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
際
は
、
必
ず
「
職

場
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
手
続
き
を
行
っ

て
い
る
」
旨
を
伝
え
、
新
し
い
保
険
者
証
の

交
付
を
受
け
た
ら
、
す
ぐ
に
受
診
し
た
医
療

機
関
・
調
剤
薬
局
へ
連
絡
ま
た
は
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

　

職
場
等
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
後
も
国

民
健
康
保
険
を
使
用
し
て
受
診
し
て
い
る
場

合
は
、
か
か
っ
た
医
療
費
（
仙
北
市
が
負
担

し
た
分
）
を
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？

　

仙
北
市
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
で
は
、
病
気
の
早
期
発
見･

早
期
治
療
に

役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
受

診
費
用
の
助
成
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

制
度
を
活
用
し
て
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
、

健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
者
／

【
国
民
健
康
保
険
の
人
間
ド
ッ
ク
助
成
】

◎
仙
北
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
、

　

年
齢
が
当
該
年
度
で
35
歳
以
上
75
歳
未
満

　
（
後
期
高
齢
者
医
療
対
象
者
除
く
）
の
方

◎
前
年
度
ま
で
の
国
保
税
を
完
納
さ
れ
て
い

　

る
方

【
後
期
高
齢
者
医
療
の
人
間
ド
ッ
ク
助
成
】

◎
仙
北
市
に
住
所
が
あ
る
後
期
高
齢
者
医
療

　

の
被
保
険
者
で
、
当
該
年
度
に
国
保
の
人

　

間
ド
ッ
ク
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方

◎
前
年
度
ま
で
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

を
完
納
さ
れ
て
い
る
方

●
助
成
金
額
／
ど
ち
ら
も
一
人
２
万
１
０
０
０

　

円
を
限
度
と
し
、
年
度
内
で
１
回
の
み
と
し

　

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
（
35
歳
以
上
の
方
）・
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者
の

人
間
ド
ッ
ク
受
診
を
助
成
し
ま
す

人
間
ド
ッ
ク
受
診
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ●

受
診
医
療
機
関
／
市
立
角
館
総
合
病
院
、

　

市
立
田
沢
湖
病
院
、
仙
北
組
合
総
合
病
院

※
受
診
希
望
の
方
は
、
直
接
医
療
機
関
へ
予

　

約
を
し
て
か
ら
助
成
金
の
申
請
を
行
っ
て

　

く
だ
さ
い
。
窓
口
で
受
診
日
の
確
認
を
し

　

ま
す
。

●
募
集
期
間
／
平
成
26
年
４
月
１
日
～
平
成

　

27
年
３
月
31
日

●
持
参
す
る
も
の
／
国
民
健
康
保
険
ま
た
は

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
、
印
鑑

●
受
付
場
所
／
仙
北
市
役
所
各
庁
舎
・
出
張

　

所
の
窓
口

※
申
請
を
し
な
い
で
受
診
し
、
費
用
を
全
額

　

支
払
っ
た
場
合
で
も
、
年
度
内
に
申
請
す

　

れ
ば
、
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

印
鑑
・
領
収
書
・
金
融
機
関
の
通
帳
を
持

　

参
し
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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